
 
議
案
第
五
十
一
号 

 
 

 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
制
定
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
し
ま
す
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
日 

提
出
者 

中
央
区
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

平 

林 
 

治 

樹 

 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
四
月
中
央
区
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
中
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」
を
「
次
条
に
規
定
す
る
校
務
を
分
掌
す
る
職
員
の
義
務
教
育
等
教
員

特
別
手
当
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
で
あ
っ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
校
務
を
分
掌
す
る
も
の
」

を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
校
務
の
種
類
） 

第
二
条
の
二 

条
例
第
三
十
一
条
第
二
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
校
務
の
種
類
は
、
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
幼
稚

園
教
育
職
員
が
行
う
全
て
の
園
務
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
則
は
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

明
） 

 
 

 

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年



法
律
第
六
十
八
号
）
が
公
布
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
校
務
の
種
類
を
定
め
る
必
要
が
生

じ
た
た
め
、
こ
の
議
案
を
提
出
し
ま
す
。 



新
旧
対
照
表
□
抄
□ 

 

〇 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
□
平
成
十
二
年
四
月
中
央
区
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号
□ 

 

新 

旧 

□
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額
□ 

□
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額
□ 

第
二
条 

次
条
に
規
定
す
る
校
務
を
分
掌
す
る
職
員
の
義
務
教
育
等
教
員
特

別
手
当
の
月
額
は
□
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
そ
の
者
の
受
け
る

号
給
に
対
応
す
る
別
表
に
掲
げ
る
額
□
そ
の
者
が
□
地
方
公
務
員
法
□
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
□
以
下
□
法
□
と
い
う
□
□
第
二
十

二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ

れ
た
職
員
□
以
下
□
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
□
と
い
う
□
□
で

あ
る
と
き
は
□
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
対
応
す
る
同
表
に
掲
げ
る

額
に
□
中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
□
休
日
□
休
暇
等
に
関

す
る
条
例
□
平
成
十
二
年
三
月
中
央
区
条
例
第
二
十
二
号
□
以
下
□
勤
務

時
間
条
例
□
と
い
う
□
□
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ

の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た

数
を
乗
じ
て
得
た
額
□
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
□
そ

の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
□
□
と
す
る
□ 

第
二
条 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

義
務
教
育
等
教
員
特

別
手
当
の
月
額
は
□
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
そ
の
者
の
受
け
る

号
給
に
対
応
す
る
別
表
に
掲
げ
る
額
□
そ
の
者
が
□
地
方
公
務
員
法
□
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
□
以
下
□
法
□
と
い
う
□
□
第
二
十

二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ

れ
た
職
員
□
以
下
□
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
□
と
い
う
□
□
で

あ
る
と
き
は
□
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
対
応
す
る
同
表
に
掲
げ
る

額
に
□
中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
□
休
日
□
休
暇
等
に
関

す
る
条
例
□
平
成
十
二
年
三
月
中
央
区
条
例
第
二
十
二
号
□
以
下
□
勤
務

時
間
条
例
□
と
い
う
□
□
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ

の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た

数
を
乗
じ
て
得
た
額
□
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
□
そ

の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
□
□
と
す
る
□ 

２ 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
□
平
成
三
年
法
律
第
百
十

号
□
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時

間
勤
務
の
承
認
を
受
け
た
職
員
□
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間

勤
務
を
す
る
こ
と
と
な
□
た
職
員
を
含
む
□
□
で
あ
□
て
□
次
条
に
規
定

す
る
校
務
を
分
掌
す
る
も
の
の
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額
は
□

２ 
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
□
平
成
三
年
法
律
第
百
十

号
□
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時

間
勤
務
の
承
認
を
受
け
た
職
員
□
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間

勤
務
を
す
る
こ
と
と
な
□
た
職
員
を
含
む
□
□ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

の
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
月
額
は
□
前



新 

旧 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
同
項
の
規
定
に
よ
る
義
務
教
育
等
教
員
特

別
手
当
の
月
額
に
□
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め

ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除

し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
□
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
□
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
□
と
す
る
□ 

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
同
項
の
規
定
に
よ
る
義
務
教
育
等
教
員
特
別

手
当
の
月
額
に
□
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し

て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
□
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
□
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
□
と
す
る
□ 

 

□
校
務
の
種
類
□ 

 

第
二
条
の
二 

条
例
第
三
十
一
条
第
二
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
校

務
の
種
類
は
□
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
幼
稚
園
教
育
職
員
が
行
う
全
て

の
園
務
と
す
る
□ 

 

附 

則 
 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

 


